
鳥取県議会告示第４号

鳥取県政務調査費交付条例施行規程（平成13年鳥取県議会告示第２号）の一部を次のように改正する。

平成24年３月30日

鳥取県議会議長 伊 藤 美 都 夫

改 正 後 改 正 前

（収支報告書の閲覧等） （収支報告書の閲覧）

第３条 略 第３条 略

２～７ 略 ２～７ 略

８ 条例第８条第２項の規定による収支報告書の写し

の交付は、次に掲げる方法（鳥取県議会が保有する

機器又は処理装置及びプログラム（電子計算機に対

する指令であって、一の結果を得ることができるよ

うに組み合わされたものをいう。）により実施する

ことができる方法に限る。）により行うものとす

る。

(１) 複写機により用紙に複写したものの交付

(２) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

をフレキシブルディスク、光ディスク（ＣＤ－Ｒ

又はＤＶＤ－Ｒ）又は光磁気ディスク（ＭＯ）に

複写したものの交付

(３) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

の電子メールによる送信

９ 条例第８条第２項の規定による収支報告書の写し ８ 条例第８条第２項の規定による収支報告書の写し

の交付を受けるものが同条第４項の規定により負担 の交付を受けるものが同条第４項の規定により負担

しなければならない費用の額は、次の表の左欄に掲 しなければならない費用の額は、次のとおりとす

げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額 る。

とする。

(１) 写しの作成に要する費用 用紙１枚につき10

円（用紙の両面を使用する場合は、用紙１枚につ

き20円）

(２) 写しの送付に要する費用 送付に要する実費

の額

区 分 金額

写しの 用紙に複写したもの １枚につき

作成に 10円（用紙

要する の両面を使

費用 用する場合

は、用紙１

枚につき20

円）

電磁的記録を複写したフレキ １枚につき

シブルディスク 20円



電磁的記録を複写した光ディ １枚につき

スク（ＣＤ－Ｒ） 30円

電磁的記録を複写した光ディ １枚につき

スク（ＤＶＤ－Ｒ） 50円

電磁的記録を複写した光磁気 １枚につき

ディスク（ＭＯ） 200円

写しその他の物品の送付に要する費用 送付に要す

る実費の額

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。

附 則

この告示は、平成24年４月１日から施行する。


